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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】迅速且つより正確に材料の清浄度（非金属介在
物個数）分布を評価することができる金属材料の清浄度
評価方法を提供する。
【解決手段】鋼製の試料の圧延方向の断面上の複数の部
位に対して、超音波探傷用焦点型探触子から少なくとも
５０ＭＨｚ以上の周波数の超音波を垂直に発振し、それ
ぞれの前記部位で検出された非金属介在物の個数を求め
、それらの非金属介在物の個数の分布を評価する。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
超音波探傷用焦点型探触子から発振した超音波エコーの波形に基づき、金属材料の表面及
び内部に存在する欠陥を評価する金属材料の清浄度評価方法において、
　鋼製の試料の圧延方向の断面上の複数の部位に対して、超音波探傷用焦点型探触子から
少なくとも５０ＭＨｚ以上の周波数の超音波を垂直に発振し、それぞれの前記部位で検出
された非金属介在物の個数を求め、それらの非金属介在物の個数の分布を評価することを
特徴とする金属材料の清浄度評価方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、金属材料の清浄度評価方法に関し、清浄度要求の高い軸受用鋼、例えば、自
動車用などに用いられる長寿命で信頼性の高い軸受用鋼の清浄度評価方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、軸受用鋼の転動疲労寿命は、鋼中の非金属介在物の量、特に、酸化物系介在
物の量と強い相関関係があることが知られている。そのため、鋼中の非金属介在物の量は
、ＪＩＳ法（ＪＩＳ－Ｇ０５５５）や、ＡＳＴＭ：Ｅ４５法（アメリ力材料試験協会）で
測定され、その結果を製鋼工程にフィードバックすることによって、一定の品質の鋼、あ
るいは、より高品質の鋼が製造されていた。
【０００３】
　また、鋼中の酸化物系介在物の量は、当然、鋼の酸素含有量と強い相関があることから
、軸受用鋼の製造は、鋼中酸素含有量の低減のために、溶鋼脱ガスや真空精錬等の種々の
製鋼方法が採用されている。
　ここで、近年の製鋼技術の発達により、鋼の酸素含有量を極力減らすことが可能となっ
たが、鋼の酸素含有量が低レベルになると、鋼中の非金属介在物は非常に少なく、且つ小
さくなり、上記ＪＩＳ法やＡＳＴＭ法では測定値が低く、定量性に欠けるため、評価方法
として不十分である。そこで、それを解決する評価方法が、例えば、特許文献１～４に開
示されている。
【０００４】
　また、数十μｍの介在物を評価する方法として、新たに極値統計法が採用されている。
極値統計法は、製鋼メーカーにおいて現時点で一般的な評価方法であり、その評価方法は
、単位面積１００～２００ｍｍ２程度でサンプル数１５～３０個を観察し、サンプル毎で
最大の介在物径を記録し、統計学により想定面積中に存在する最大介在物径を推測すると
いうものである。
【０００５】
　しかし、上記極値統計法は、ある一定の面積を評価し、想定面積中に存在する最大介在
物径を予想するという統計学を利用した評価手法であるため、サンプルの準備や評価及び
解析に非常に多大な時間とロードがかかるという問題点があった。
　そこで、このような問題点を解決するために、特許文献５では、高速化のため超音波探
傷を利用した極値統計法が提案されている。特許文献５には、超音波探傷による非金属介
在物の大きさに基づいて極値統計を行い、金属材料中の清浄度を評価する技術が開示され
ている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開平３－５６６４０号公報
【特許文献２】特開平７－１０９５４１号公報
【特許文献３】特開平５－１１７８０４号公報
【特許文献４】特開平６－１９２７９０号公報
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【特許文献５】特開２００１－１４１７０４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、特許文献５に開示された発明は、サンプル準備という点での改善はなく
、サンプルの準備において非常に多くのロードがかかるため、材料の清浄度分布などを測
定するのには不向きであった。
　また、一方では、鍛造技術の進歩により軸受軌道面に現れる材料の部位をある程度制御
することが可能となったため、材料内の清浄度分布を明らかにすることが求められている
。
　そこで、本発明は上記の問題点に着目してなされたものであり、その目的は、材料の清
浄度（非金属介在物個数）分布を迅速且つより正確に評価することができる金属材料の清
浄度評価方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の請求項１に係る金属材料の清浄度評価方法は、超音波探傷用焦点型探触子から
発振した超音波エコーの波形に基づき、金属材料の表面及び内部に存在する欠陥を評価す
る金属材料の清浄度評価方法において、
　鋼製の試料の圧延方向の断面上の複数の部位に対して、超音波探傷用焦点型探触子から
少なくとも５０ＭＨｚ以上の周波数の超音波を垂直に発振し、それぞれの前記部位で検出
された非金属介在物の個数を求め、それらの非金属介在物の個数の分布を評価することを
特徴としている。
【０００９】
　本発明に係る金属材料の清浄度評価方法によれば、超音波探傷による非金属介在物の大
きさではなく、個数を評価すると共に、極値統計による推定値ではなく、実際に発見され
た介在物数を評価するため、迅速且つ正確に材料の清浄度（非金属介在物個数）分布を評
価することができる。金属材料からなる試料の清浄度を評価するにあたって、清浄度が比
較的低い材料については、試料全体の清浄度を明らかにすることが特に必要である。
【発明の効果】
【００１０】
　上述のように、本発明に係る金属材料の清浄度評価方法によれば、迅速且つより正確に
材料の清浄度（非金属介在物個数）分布を評価することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本発明に係る金属材料の清浄度評価方法の一実施形態における試験片の加工態様
を示す図であり、（ａ）は正面図、（ｂ）は平面図である。
【図２】本発明に係る金属材料の清浄度評価方法の一実施形態における各サンプルの超音
波探傷による清浄度（介在物個数）を示すグラフである。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下、本発明に係る金属材料の清浄度評価方法の実施形態について図面を参照して説明
する。
　図１は、本発明に係る金属材料の清浄度評価方法の一実施形態における試験片の加工態
様を示す図であり、（ａ）は正面図、（ｂ）は平面図である。また、図２は、本発明に係
る金属材料の清浄度評価方法の一実施形態における各サンプルの超音波探傷による清浄度
（介在物個数）を示すグラフである。なお、図２において、材料部位は０％が中心部を示
し、１００％が表面を示す。
　本実施形態は、試料の断面上の複数の部位に対して、超音波探傷用焦点型探触子から少
なくとも５０ＭＨｚ以上の周波数の超音波を垂直に発振し、それぞれの前記部位で検出さ
れた非金属介在物の個数を求め、それらの非金属介在物の個数の分布を評価することを特
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徴としている。
【００１３】
＜試料＞
　試料は、鋼製であり、例えば直径５０ｍｍ程度、長さＤは合計１０００ｍｍ以上（分割
されていてもよい）に圧延された丸棒材が好ましい。この試料は、予め材料内組織を安定
させるために焼入れ焼戻しの熱処理が行われている。
　また、この試料は、切断取代を考慮し、切断後に直径長さが維持できる位置で圧延方向
の断面（長手方向の断面）が現れるように切断される。この切断面１ａは、試料１の軸方
向中心線から径方向に所定距離ずれた面である。そして、この切断面１ａには研削が施さ
れ、この研削された面上の複数の部位が試料の断面上の複数の部位である。
【００１４】
＜超音波探傷方法＞
　次に、超音波探傷方法について説明する。本実施形態の超音波探傷方法は、垂直探傷法
が採用される。また、送信する超音波の周波数は５０ＭＨｚ以上が好ましい。周波数の下
限を５０ＭＨｚ以上としたのは、評価対象であるの介在物の平均径が数十μｍであるため
、５０ＭＨｚ未満の周波数であると、試料内の欠陥を検出することが極めて困難となるた
めである。但し、送信する超音波の周波数を上げすぎると減衰が大きくなり、試料（鋼材
）内部の探傷が困難となるため、評価体積が少なくなり、評価のバラツキが大きくなるた
め、８０ＭＨｚ以下が好ましい。
【００１５】
　ここで、周波数と、各周波数によって発見できる介在物の大きさとの関係は、理論上、
下記表１のように示される。本実施形態において設定される超音波の周波数は、鋼材内の
介在物を評価することができる周波数であれば、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択
されるが、鋼材内の数十μｍの介在物を評価するという目的の下では、鋼材内の介在物の
存在を見落とす可能性があるという点で５０ＭＨｚ以上に設定することが好ましい。この
ようにして、試料の研削された面を超音波探傷にて探傷する。
【００１６】
【表１】

【００１７】
　ここで、例えば、試料が直径５０ｍｍの丸棒であれば、５０ｍｍ×１０００ｍｍ×探傷
深さ１．５ｍｍを探傷領域とする。そして、試料の軸中心から表面にかけて径方向に０％
～１００％に区分し、１０％位置なら５％～１５％の範囲にある介在物数を、３０％位置
なら２５％～３５％位置の範囲にある介在物数を数え、評価した体積から単位体積あたり
の個数を求め、清浄度とする。図１（ｂ）に示すように、試料１の切断面において、２５
％位置がＡ１で表される範囲であり、３０％位置がＡ２で表される範囲であり、３５％位
置がＡ３で表される範囲である。すなわち、試料の３０％の位置にある介在物数を数える
場合、図１（ｂ）に示すＡ４の範囲にある介在物数を数える。なお、図１（ｂ）中、「Ｃ
」は試料１の軸中心線を示す。また、試料を加工する際には、プローブ焦点位置が試料の
径方向断面の中心線Ｂの位置と一致するように加工する。
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【００１８】
　以上のように、本実施形態の評価方法によれば、統計値として介在物の大きさのみを評
価する従来の極値統計法に対して、個数を評価しているので、迅速な評価を行うことがで
きる。また、本実施形態の評価方法は、顕微鏡等を用いて狭い評価面積から介在物の大き
さを推定する従来の極値統計法に対して評価面積も広く、評価時間も短縮されるので、評
価の迅速化と相まって評価精度をより高めることができる。また、送信する超音波の周波
数を５０ＭＨｚ以上に設定することで、鋼材内の数十μｍの介在物の個数をより正確に認
識し、評価することができる。
【実施例】
【００１９】
（実施例１）
　軸受用鋼ＪＩＳ－ＳＵＪ２より、酸素含有量が１２ｐｐｍ（近年の酸素含有量デー夕を
基に決定）以下である鋼材６種類を採取し、試料とした。
　試料はそれぞれ、直径５０ｍｍ程度、長さ（Ｄ）１０００ｍｍ（分割なし）に圧延され
た丸棒材である。
　６種類の試料を試料ａ～ｆとし、材料のＤ/４位置より切り出した試料を燃焼－赤外線
吸収法によって検出したそれぞれの酸素値を表２に示す。
【００２０】
【表２】

【００２１】
　次に各試料に対し、試料の径方向断面の中心線Ｂ位置を焦点位置として、周波数を５０
ＭＨｚとした条件で超音波探傷を実施した結果を図２に示す。
　表２に示すように、試料ａ～ｆでは、鋼中酸素量についてほぼ同等レベルであるものの
、図２に示すように、数十μｍの介在物の含有量（個数）には大きな違いがあり、特に、
１００％の部位（表面）と０％の部位（軸中心）とでは評価結果が全く異なることがわか
る。すなわち、清浄度の高い試料（試料ａ～ｃ）の清浄度は表面から中心部にかけて殆ど
差が無いことがわかるが、清浄度に安定性のない試料（試料ｄ～ｆ）は表面から中心にか
けて清浄度に差があることがわかる。
　このように、本発明によれば、鋼中酸素量についてほぼ同等レベルである試料（ａ～ｆ
）のそれぞれの清浄度（非金属介在物個数）分布を迅速且つより正確に材料の評価するこ
とができる。
【符号の説明】
【００２２】
　１　試験片（試料）
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【図１】

【図２】
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